
第４章　資源循環型廃棄物管理の推進
第１節　発生抑制・リサイクルの推進

主な環境指標
◇１人１日当たりごみ排出量
　916（22年度）／949g（27年度目標）
◇一般廃棄物資源化率　18.0％（22年度）／23％（27年度目標）
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ごみの総排出量は，９年度以降は，ダイオキ
シン類の問題から家庭等で行うごみ焼却が事実
上禁止されたことにより増加傾向に転じ 12年度
にピークになり，それ以降減少傾向にある。
　22年度のごみの総排出量は 985千トンであり，

その内訳は，市町村が収集するごみが 910千ト
ン，直接搬入ごみが 75千トンとなっている。
　これを県民１人１日当たりに換算すると 906g

となり，前年より 17g減少している。

第 1 　廃棄物の現状
 1 　一般廃棄物（ごみ）の状況
（１）ごみ排出量の推移

（２）リサイクルの状況

図表 4-1-2　資源化率の推移

　22年度の市町村における資源化量（ごみの選
別，破砕等を行い，回収・資源化された鉄，ア
ルミ，ガラス等の量）は 143千トン，また，住
民団体によって資源回収された集団回収量は 43

千トンとなっている。
　市町村の資源化量と集団回収量を合わせた 22

年度の資源化率は 18.0％となっており，前年度
に対し 0.4ポイントの減少となった。

　一般廃棄物の資源化率については，取引価格
の上昇による紙類・金属類の市場への流出によ
り 15 年度に減少したが，その後は上昇傾向に
あった。しかし，19年度からはほぼ横ばいで推
移している。統計上把握しきれていない民間に
おける廃棄物のリサイクル市場の拡大などを加
味すると，方向としては資源化に向けて着実に
進んでいると考えられる。

図表 4-1-1　県内のごみ排出量の推移
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産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃プラスチック類等法令で定められた20種類の廃棄物をいう。
産業廃棄物は，排出事業者の責任において処理しなければならないこととされており，他者に委託して処理する場合には産業廃棄物処理業の許可を受けた業者

に委託しなければならない。
鉱さい

主に製鉄業の溶鉱工程（高炉，平炉，転炉，電気炉等）において生ずる残さいで，高炉スラグには水砕スラグと徐冷スラグがあり，徐冷スラグは路盤材等に利用されている。
中間処理
廃棄物の最終処分に先立って，その安定化・減量化のために行う前処理で，焼却，中和，溶解，脱水，砕枠，圧縮等がある。

用語
解説

（１）産業廃棄物の排出量等
21年度に実施した産業廃棄物実態調査による

と，20年度の本県における産業廃棄物（農業か
ら発生する産業廃棄物を除く。）の推定発生量
は，10,597千トンとなっており，発生量から有
償物量を引いた排出量は 7,837千トンである。
前回調査時の 15年度に比べ，発生量は 0.8％
減少し，排出量は 1.5％の減少となっている。
また，発生量を業種別に見ると汚泥及び鉱さ
い等を排出する製造業が 63％，汚泥等を排出す
る電気・水道業が 21％，がれき類等を排出する
建設業が 15％などとなっている。

（２）リサイクルの状況
産業廃棄物排出量のうち，自己中間処理及び
委託処理により再生利用された量は，4,915千ト
ンである。
また，発生量のうち有償物量は 2,760千トン
である。
再生利用量と有償物量をあわせた資源化量は

6,689千トンであり，発生量に対する資源化率は
63％である。前回調査の 15年度に比べ，5％の
上昇となっている。

 2 　産業廃棄物の状況

第 2 　発生抑制・リサイクルに関する施策
 1 　廃棄物の発生抑制・減量
（１）一般廃棄物に対する減量化・リサイクル対策
「第３次廃棄物処理計画」を推進するため，環
境にやさしい買物運動やエコ・ショップ制度（環
境にやさしいお店認定制度）を実施した。
さらに，「容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律」（容器包装リサイ
クル法）を円滑に実施するため「分別収集促進
計画」に基づき市町村支援を実施するなど，容
器包装廃棄物の分別収集及びリサイクルの推進
に努めている。

ア　環境にやさしい買物運動
環境にやさしい買物運動は，レジ袋や過剰包
装を少なくするもので，身近に実践してもらえ
る方策として有効である。
そこで県では，内閣府や「３Ｒ活動推進フォー
ラム」と連携をはかり，環境にやさしい買物キャ
ンペーン（10月）を実施し啓発を行った。

イ　エコ・ショップ
環境にやさしい商品の販売やレジ袋の削減な
ど，ごみ減量化・リサイクル活動に取り組む小
売店を「エコ・ショップ」として認定する制度
を推進した。
エコ・ショップでは包装の簡素化・無包装や
空き缶，空きビン，ペットボトルの店舗回収等
の取り組みを行っている。

23年４月では 421店舗が認定されている。

ウ　市町村におけるレジ袋の無料配布の中止
　レジ袋の使用削減を推進するため，事業者，
市民団体，市町村による三者協定を，23 年度
末時点で 26市町村が締結した。
　また，これまで市町村ごとに取組んできたレ
ジ袋の削減をさらに推進するため，県において
も三者協定を締結し，県全域を対象としたレジ
袋無料配布の中止を開始した。
・食品スーパーマーケット
　開始日　21年７月１日～
　参加事業者　27事業者　272店舗
・クリーニング店
　開始日　22年 10月１日～
　参加事業者　15事業者　301店舗

（２）産業廃棄物に対する減量化・リサイクル対策
ア　リサイクル優良事業所認定制度の運用
　事業活動に伴い生じる産業廃棄物の発生抑制や
リサイクルの取り組み，リサイクル技術の開発等
が優良な県内の事業所を知事が認定する「茨城県
リサイクル優良事業所認定制度」を実施している。
　23年度は，発生廃棄物の 100％をリサイクル
に回す「リサイクル 100」を実践している１事
業所を認定した。

イ　多量排出事業所減量化等促進事業
　廃棄物処理法に基づき，多量に産業廃棄物を
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排出する事業所に対し，処理計画の策定を指示
し，減量化・有効利用の促進を図った。
　産業廃棄物については，事業者への啓発活動
などにより 20年度の発生量は 15年度から減少
しており，着実に取り組みは進んでいる。
　また，事業者に対するリサイクルの相談・指
導，情報の提供などにより資源化率は向上して
おり，資源化目標に向けて順調に進んでいる。
　さらに，埋立処分量は減少しており，取り組
みは着実に進んでいる。

（２）サーマル・リサイクルの推進　
県では，鹿島地域において，循環型社会のモ
デルとなる「鹿島共同再資源化センター」を整
備し，廃棄物のサーマル・リサイクル（熱回収）
を推進している。
鹿島共同再資源化センターでは，鹿嶋市及び
神栖市から排出される一般廃棄物から製造した
固形燃料（RDF）と，鹿島地区の企業から排出
される産業廃棄物とを合わせて焼却するととも
に，焼却により発生する熱を回収・利用し，電
力エネルギーとして再利用を行った。

（１）食品リサイクルの推進
13年５月に施行された「食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル

法）に基づいて食品循環資源の再生利用等を促
進するため，食品関連事業者等を対象に普及啓
発を実施している。

 2 　総合的なリサイクルシステムの確立

引取業登録数 1,756件

フロン類回収業登録数 418件

解体業許可数 219件

破砕業許可数 29件

RDF（Refuse Derived Fuel）
産業廃棄物や一般廃棄物の中から選別した可燃物を，粉砕，粒度調整，成形固化などの加工により製造した固形燃料をいう。本来は「ごみに由来する燃料」の意。

用語
解説

（３）使用済自動車の適正処理の推進
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」

（自動車リサイクル法）が 17年 1月に本格施行
されたことにより，使用済自動車の最終残さで
あるシュレッダーダスト，エアバッグ類及び
カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸
入業者が引取ってリサイクル（フロン類につい
ては破壊）されることとなった。
県では，使用済自動車の引取業者等の登録，解

体業者等の許可及び許可取得のための事前審査
を行い，適正処理の推進を図るとともに，県民向
けに，リサイクル料金の負担と使用済自動車の引
取業者への引渡しについて広報活動を実施した。

図表 4-1-4　引取業者等の登録・許可件数 （23年３月末現在）

図表 4-1-3　事業イメージ図

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

センター エネルギー

センター

（４）廃棄物再資源化指導センター設置運営事業

図表4-1-5　廃棄物再資源化指導センター相談指導件数 （単位：件）

　４年４月から「茨城県廃棄物再資源化指導セン
ター」を設置し，リサイクル推進員による事業者
等の相談・指導，情報の収集・提供等を行った。
　また、有効利用可能な産業廃棄物を事業所間
で交換し有効利用を図る「産業廃棄物交換制度」
を運営している。

年 度 18 19 20

相談指導件数 329 365 303

21

363

22

339

23

511
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（５）リサイクルシステム確立のための個別対策
ア　家畜排せつ物リサイクルの推進
家畜排せつ物処理施設を計画的に整備し，良
質堆肥を生産するとともに，地域土づくり推進
協議会と協力し，堆肥の成分分析を進めて地域
での堆肥需要を喚起した。一方，県域では「茨
城県たい肥利用促進協議会」を中心として，堆
肥の広域流通を促進し，畜産農家と耕種農家の
連携による資源循環型農業を推進した。

（イ）茨城県建設副産物リサイクル推進協議
会の設置・運営

13年５月 25日に「茨城県建設副産物リサイ
クル推進協議会」を設置し，建設副産物のリサ
イクルを官民一体となって推進している。

（ウ）茨城県建設リサイクルガイドラインに
基づく公共工事の実施

「茨城県建設リサイクルガイドライン」を策
定し，これに基づき，建設副産物のリサイクル
を率先して実施している。

（エ）建設ゼロ・エミッション工事の実施
　土木部出先機関が実施する全工事を対象に，
「建設ゼロ・エミッション工事」を実施した。

（オ）茨城県リサイクル建設資材評価認定制
度の策定

　公共工事において再生資材の率先利用を図る
ため，「茨城県リサイクル建設資材評価認定制
度」を策定し，24年２月 22日までに，131の
リサイクル建設資材を認定した。

（カ）解体工事業者登録の実施
「建設リサイクル法」に基づき 13年 5月 30

日から解体工事業者の登録受付を開始し，24年
3月 31日までに 468業者を登録した。

 3 　いばらきゼロ・エミッションの推進
リサイクル製品の認定制度等を通じて，循環
型社会の形成に向けた，県民，事業者，行政の
自主的な取り組みの推進を図った。

イ　建設リサイクルの推進
（ア）建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律の施行

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」（建設リサイクル法）に基づき，本県にお
ける特定建設資材に係る分別解体等及び特定建
設資材廃棄物の再資源化促進等に関する「茨城
県における建設工事に係る資材の再資源化等に
関する指針」を定め，「建設リサイクル法」の適
正な執行を図った。

第 3 　今後の取り組み
廃棄物の排出抑制，再使用，再生利用及び適正
処理を「第３次廃棄物処理計画（23 ～ 27 年度）」
に基づき推進し，埋立処分する廃棄物を限りな
くゼロに近づける「いばらきゼロ・エミッショ
ン」を実現するため，県民・事業者・行政が一
体となって廃棄物の減量化・リサイクルに向け
た各種事業に取り組むとともに，県民に対して
意識の高揚を図る。

 1 　廃棄物の排出抑制・減量化　
廃棄物問題を解決するために環境にやさしい
買い物運動の啓発やエコ・ショップ制度の推進
など各種ごみ減量化・リサイクルに関する施策
を推進するとともに，市町村における新たなご
み減量化・リサイクル施策に対し支援を行う。
また，「容器包装リサイクル法」に基づく分
別収集の徹底や「家電リサイクル法」の円滑な
運営のための普及啓発を進めていく。　

さらに，関東甲信越静１都 10 県で構成する
「関東甲信越静環境美化推進連絡協議会」に参
画して広域的なごみ散乱防止対策を推進しなが
ら，ごみ散乱防止キャンペーンなど各種の住民
啓発活動や市町村に対するごみ散乱防止条例の
制定支援に努めていく。

 2 　総合的なリサイクルシステムの確立　
廃棄物再資源化指導センター事業を充実し，
産業廃棄物の減量化・リサイクルを促進する。
家畜排せつ物については，家畜排せつ物処理
施設を計画的に整備して堆肥化を進める一方，
利用側である耕種農家との連携を強め，堆肥生
産・流通システムの構築を図り，資源循環型農
業を推進する。
また，建設副産物については，「建設リサイ
クル法」に基づき，分別解体と再資源化等の徹
底を図るとともに普及啓発活動の実施に努め，
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「建設リサイクル推進行動計画 2009 . 3」に基づ
く各種施策を実施する。
使用済自動車の再資源化及び適正処理を図る

ための「自動車リサイクル法」に基づき，解体
業者等の登録・許可を進めるなど，自動車リサ
イクルのための施策を実施する。

 3 　いばらきゼロ・エミッションの推進
「第３次廃棄物処理計画」を推進するととも
に，一定の基準を満たしたリサイクル製品を認
定し積極的な広報を行う「茨城県リサイクル製
品認定制度」を活用するなど，ごみの減量化・
リサイクルの普及・啓発を推進する。

第２節　廃棄物の適正処理

主な環境指標
◇一般廃棄物
最終処分量　109 千 t（22年度）／126 千 t（22年度目標）
　最終処分率　10.6％（22年度）

第 1 　廃棄物処理の現状
 1 　一般廃棄物（ごみ）処理の状況
一般廃棄物の処理は市町村の責務とされてお

り，それぞれの市町村が一般廃棄物処理計画を
策定し，それに基づいて行われている。
家庭等から排出されたごみは，一部は自家処

理されるものの，通常市町村や一部事務組合等
の収集車により収集・運搬され，直接又は中間
処理（焼却・破砕処理）をされた後，最終処分

場に埋め立てられる。
処理の状況をみると，焼却量が 825千トン，
うち粗大ごみ処理施設等で処理後に焼却したも
のが 32千トン，粗大ゴミ処理施設で処理した
ものが 69千トン，資源化施設等で処理したも
のが 87千トンとなっており，総埋立量は 109

千トン，うち焼却残さが 89千トンとなっている。

◇ ごみ処理施設のダイオキシン類対策
市町村等が設置するゴミ焼却施設は，廃棄物

処理法施行令に規定される施設の技術上の基準
に適合するとともに，排ガス中のダイオキシン
類濃度の規制にも適合する必要がある。
市町村等から報告のあった 29施設における
排ガス中のダイオキシン類濃度は，0～1 .4

ng-TEQ/㎥Nであり，全ての施設で基準値を
達成していた。

 2 　し尿処理の状況等
浄化槽や下水道により水洗化されている人口
は，22年度で 2,679,340人と県民の 89.9％となっ
ている。内訳は，浄化槽人口が 1,148,116人，下
水道人口が 1,531,224人である。
　し尿及び浄化槽汚泥の収集量は 660,282kℓ，１
日当たりの収集量は 1,309kℓとなっており，収集
されたし尿や浄化槽汚泥がし尿処理施設により処
理された割合（衛生処理率）は 99％に達している。

最終処分
廃棄物を自然環境に還元すること。これには埋立処分，海洋投入処分があり，法令により一定の処理基準が定められている。
最終処分場には，一般廃棄物の処理施設としてのものと産業廃棄物の処理施設とがあり，後者には安定処分場，管理型処分場及びしゃ断型処分場がある。

用語
解説

図表 4-2-1　ごみ処理の状況（22年度）

2,980,258
2,979,049

985,393

900,868

8,929

75,335

261

949,558 87,383

43,350

68,544

793,631 825,284

22,264

89,539

31,653

23,057

143,316

53,632

108,844

68,544

87,383

44,363

5441,209

2,980,258

31,653

18,76118,761

23,057
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区　　　分 18年度 19年度

し尿等収集量（　） 727,229 703,035

対前年増加率（　） △2.1 △ 2.8△ 3.3

20年度

703,245

0.03

21年度

683,267

△ 3.3

22年度

660,282

図表 4-2-2　し尿等収集量の推移
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（１）発生・排出及び処理状況
産業廃棄物の発生等の状況は，５年毎に実施
している実態調査（直近の調査は 20年度値）
によると，本県における産業廃棄物の推定発生
量は，13,889千トンとなっており，発生量から
有償物量を引いた排出量は 11,128千トンである。
排出量の 74％が自己中間処理されており，

26％が産業廃棄物処理業者等委託処理されてい
る。処理全体を見ると，委託による中間処理は
県内で 75％，県外が 25％，最終処分先は県内

が 92％，県外が８％となっている。
また，再生利用量は，自己中間処理後再利用
された量等 4,561千トンと委託処理後再利用され
た量2,417千トンをあわせた6,979千トンである。
最終処分量は，自己埋立処分量 28 千トン，
委託による直接埋立処分量 361千トン，委託中
間処理後の残さ埋立処分量 86千トンをあわせて
475千トンとなっている。

 3 　産業廃棄物の処理の状況

図表 4-2-3　産業廃棄物処理フロー（20年度値）（単位：千トン）

13,889
〔100%〕

2,760
〔26%〕

11,128
〈100%〉〔80%〕

8,206
〈74%〉〔59%〕

4,826
〈43%〉〔35%〕

3,380
〈30%〉〔24%〕

7,758
〈70%〉〔56%〕

4,561
〈41%〉〔33%〕

28
〈0.3%〉〔0.2%〕

1
〈0%〉〔0%〕

3,167
〈28%〉〔23%〕

2,932
〈26%〉〔21%〕

2,806
〈25%〉〔20%〕

2,118
〈19%〉〔15%〕

688
〈6%〉〔5%〕

361
〈3%〉〔3%〕

332
〈3%〉〔2%〕

29
〈0.3%〉〔0.2%〕

2,417
〈22%〉〔17%〕

86
〈0.8%〉〔0.6%〕

委託中間処理後
再 生 利 用 量

委託中間処理後
埋 立 処 分 量

㎘
％
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業務内容 許可件数

収集運搬 5,660

処 分（中間処理） 191

処 分（最終処分） 6

処 分（中間処理・最終処分） 10

特別管理収集運搬 682

特別管理処分（中間処理） 21

特別管理処分（最終処分） 1

特別管理処分（中間処理最終処分） 0

計 6,571

区 分
ご み 焼 却 施 設 粗 大 ご み 処 理 施 設 ご み 燃 料 化 施 設

箇所数 処理能力（t／日） 箇所数 処理能力（t／日） 箇所数 処理能力（t／日）

市 町 村 16 2,391 11 343 0 0

一部事務組合 13 2,033 13 495 2 277

合 計 29 4,424 24 838 2 277

区 県北・県央 鹿行 県南 県西 計

自社処理施設 18 20 38 45 121

特定小型焼却施設 - - 5 23 28

中間処理等業者 151 80 134 109 474

令７条（許可） 78 30 55 39 202

条　例（許可） 73 50 79 70 272

合 計 169 100 172 154 595

（２）産業廃棄物処理業の許可状況
24年３月末現在の産業廃棄物の許可業者数は

延べ 6,571件となっており，業務内容別に見る
と，収集運搬の許可件数（特別管理産業廃棄物
の収集運搬を含む。）が 6,342件で，全許可業者
の約 97％を占めている。

（３）処理業者による 22年度の処分状況

市町村等で整備しているごみ焼却施設は 29

施設で処理能力 4,424トン／日が稼働中であり，
ごみ燃料化施設は 2 施設で処理能力 277トン／
日が稼働中である。

また，粗大ごみ処理施設は 24施設で処理能
力 847トン／日が稼働中である。最終処分場は
14箇所あり，22年度は 62千トンが埋立処分さ
れている。

 4 　廃棄物の処理施設の状況
（１）一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備状況

（２）し尿処理施設の状況
市町村等で整備しているし尿処理施設は 31

施設で，処理能力 2,865kℓ/日が稼働中である。

（３）産業廃棄物処理施設の設置許可又は届
出の状況

産業廃棄物処理施設である中間処理施設と最
終処分場は，その維持管理について関係する法

令により，より高度な技術が求められる施設と
なってきている。

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして法令で定めるものをいう。

用語
解説

図表 4-2-4　産業廃棄物処理業許可業者数（許可件数） （24年３月末現在）

注：複数の業務内容に該当する許可業者については，それぞれ該当
する許可件数欄に重複して計上している。

図表 4-2-5　ごみ処理施設整備状況（22年）

図表 4-2-6　産業廃棄物中間処理施設数（24年３月末現在）

※　特定小型焼却施設，令７条，条例の施設数は内数

　産業廃棄物処理業者による最終処分量は 167

千トンで，種別は，燃え殻 59％，がれき類 14％
などとなっており，県外廃棄物は全体の９％を
占めている。中間処理量は 3,275千トンで種類
別ではがれき類が 52％，汚泥 10％となってお
り県外廃棄物については 23％となっている。

　産業廃棄物中間処理施設及び最終処分場の設置
許可を行っており，24年３月末現在，459の中間
処理施設及び 13 の最終処分場が処分業の用に
供されている。



78

進
推
の
理
管
物
棄
廃
型
環
循
源
資

章
四
第

理
処
正
適
の
物
棄
廃

節
二
第

項 目 内 容

管理型最終処分場 面積 9.8ha

容量 240万㎥

浸出水処理施設 処理能力 400㎥（日）

溶融処理施設 規模 145ｔ／日（２炉計）

炉形式 シャフト炉方式ガス化溶融炉

発電出力 7,200kW

付帯施設 破砕処理施設，自動保冷庫

管理・環境学習棟 事務室・展示室・多目的研修室ほか

第 2 　廃棄物の適正処理に関する施策
 1 　ごみの適正処理
市町村に対して一般廃棄物処理計画の策定と
計画的な施設整備を行うための技術的支援を実
施するとともに，ごみの散乱を防止するため，
市町村に対してごみ散乱防止条例の制定を指導
し，42（県内 44市町村）の市町村が当該条例を

制定している。加えて市町村との連携のもと，
一斉清掃活動やごみ散乱防止キャンペーン，ポ
ター・標語コンテストなど住民の意識の啓発に
努めた。

循環型社会を形成するためには，廃棄物の発
生抑制と循環的利用の促進を図るとともに，循
環的利用の困難な廃棄物について適正に処理す
ることが重要である。
このため，14年 10月，（財）茨城県環境保全
事業団では，県及び笠間市とともに，公共関与
による廃棄物処理施設の建設に着手し，約３年
の工事期間を経て，17年８月に「エコフロンティ
アかさま」が開業した。
この「エコフロンティアかさま」は，循環型
社会の形成を推進する拠点施設として，パー
フェクトリサイクルを実現するガス化溶融処理
施設や多重遮水工による安全性の高い管理型最
終処分場を備えており，県内事業所や市町村か
ら発生する廃棄物を，安心かつ確実に処理する
ことができる。

 5 　公共処分場「エコフロンティアかさま」

図表 4-2-7　エコフロンティアかさま主要施設

（１）最終処分場の特長
〇表面しゃ水工は多重構造とし，安全性を高
めている。

〇万が一，しゃ水シートに破損が生じても，
検知システムが設置してあり，破損位置の
特定と修復が可能。

〇表面しゃ水工に加え，さらに安全性を高
めるため，地盤のしゃ水性を改善する鉛直
しゃ水工を施行している。
〇表面しゃ水工下部の地下水を適切に排除す
るため，地下水集排水管を設けている。
〇処分場に埋め立てる廃棄物は無機物が主体
で，ガスの発生はほとんどない。

（２）溶融処理施設の特長
〇 1,600℃以上の高温で処理するため，ダイオ
キシン類は溶融炉で無害化される。さらに，
排ガスの集じん対策を行い，ダイオキシン
類の排出濃度を国の基準の 10 分の１以下
としている。
〇有価金属の回収や焼却灰のスラグ化などマ
テリアルリサイクルに優れている。
〇高効率発電などサーマルリサイクルに優れ
ている。

（３）環境学習施設の特長
ごみについて，暮らし，歴史，産業，自然な
どとの関わりから多面的に取り上げ，幅広い視
野から学習できる施設を併設している。

エコフロンティアかさま
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 2 　し尿の適正処理
　市町村に対して一般廃棄物処理計画（生活排
水処理計画）に基づく計画的な処理を行うため
の技術的支援を実施するとともに，老朽化した
し尿処理施設を，資源回収も行う汚泥再生処理
センターとして再整備する市町村に対しては，
循環型社会形成推進交付金制度を活用し，指導
監督を行う。

 3 　浄化槽の維持管理
浄化槽が正常な機能を発揮し，その放流水の

水質を適正に維持するためには，維持管理を適
正に行うことが重要であることから，浄化槽管
理者に対して保守点検・清掃・法定検査の３つ
の義務の励行についてパンフレット等により啓
発活動を実施した。

トイレの汚水と生活雑排水を併せて浄化する
合併処理浄化槽は，川や湖などの水質汚濁の発
生源の１つである生活排水を適正に処理できる
ことから，その設置を推進するため，設置費用
の一部を補助した。

また，15 年度から霞ヶ浦富栄養化防止のため，
窒素とりんが除去できる高度処理型浄化槽への
補助制度を創設し，20年度からは森林湖沼環境
税を財源に補助制度を拡充し，高度処理型浄化
槽の設置等を促進している｡

 4 　合併処理浄化槽設置促進

図表 4-2-9　合併処理浄化槽補助実績

汚泥再生処理センター
し尿，浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理するとともに，資源を回収する施設をいい，水処理施設，資源化施設及び脱臭設備等の付属設備で

構成される。
浄化槽

水洗し尿及び生活雑排水（厨房排水，洗たく排水等）を一緒に沈でん分離あるいは微生物の作用による腐敗または酸化分解等の方法によって処理し，それを消毒し，放流する施設をいう。
なお，従前は水洗し尿のみを処理する施設（単独処理浄化槽）も浄化槽に含まれていたが，改正浄化槽法の施行（13年４月１日）に伴い，水洗し尿及び生活雑排水を一緒に処理す

る施設（合併処理浄化槽）に一本化された。

用語
解説

 5 　産業廃棄物の適正処理
（２）行政処分
行政指導によっては改善が図れなかった不適正

処理や産業廃棄物処理施設について，改善命令等
により改善を図るとともに，不法投棄等の「廃棄
物処理法」に違反した産業廃棄物処理業者に対し
ては，許可の取消し等の行政処分を行った。

（１）立入検査の実施
産業廃棄物の適正処理を図るため，中間処理

業者73事業者，最終処分業者４事業者について
実施し，事業者に対し適正な廃棄物の保管や
維持管理の実施などの改善指導を行った。

図表 4-2-10　行政処分件数

注：（　）内は，行政処分に係る件数のうち，許可取消しに係る件数

年度
区分 2318 19 20

県 費 補 助
基 数 2,8142,527 2,348 2,733

補助額（千円） 714,867270,613 247,440 584,157

うち窒素及びり
ん除去型浄化槽
（ N P 型 ）

基 数 20782 98 167

補助額（千円） 107,10621,823 22,544 82,978

21

2,691

630,761

176

90,165

22

2,924

689,577

172

88,141

年度
区分 2318 19 20

産廃処理業の許可取消し等 15（11）14（14） 9（9） 17（16）

産廃施設の許可取消し等 0（0）0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

改善命令（法19条の3） 00 1 0

措置命令（法19条の5） 06 1 0

21

16（16）

0

0

4

22

16（16）

0

１

図表 4-2-8　一斉清掃の状況

年度区分 2318 19 20

主 た る 実 施 日 5月29日5月28日 5月27日 5月25日

実 施 市 町 村 数 40市町村39市町村 41市町村 41市町村

参 加 人 数 330千人360千人 365千人 352千人

ご み 回 収 量 444t620t 601t 484t

21

5月 31日

42市町村

362千人

589t

22

5月 30日

40市町村

368千人

534t
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年　度 10

搬出量

搬入量 291

差 686

15

497

163

20

762

877 660 717

△45

（３）広域移動監視体制の強化
産業廃棄物については，県境を越え広域的に
移動し処理されている実態にあり，本県では県
内に搬入され処理される産業廃棄物の量が増大
している（図表４－２－ 11）。
県外から県内に搬入される産業廃棄物の適正
処理を図るため，県内搬入処分事前協議を昭和
61年から実施している（図表４－２－ 12）。

20年度に県内に搬入された廃棄物は，埼玉か
らのものが最も多く，栃木，千葉など関東近隣
からのものが大多数を占めている。県外に搬出
された廃棄物も，埼玉，千葉，栃木の順に多い。

（４）講習会の開催
事業者及び処理業者に対し，（社）茨城県産
業廃棄物協会や各種団体が開催する講習会等を
通じ，適正処理の啓発を行った。

（５）産業廃棄物焼却施設のダイオキシン類対策
廃棄物処理法施行規則に基づき，産業廃棄物
焼却施設の設置者は，排ガス中のダイオキシン
類濃度を年１回以上測定する義務がある。この
測定が適切に履行されるよう，技術的支援，指
導を行った。

（６）産業廃棄物焼却施設の状況
改正政省令が施行された９年 12月１日時点で

272施設あったものが，現在は 78施設（うち稼
働中 66施設）となっている。

（７）優良な産業廃棄物処理業者の認定

図表 4-2-11　産業廃棄物の広域移動状況 （単位：千トン）

図表 4-2-12　県内搬入処分事前協議件数 （単位：件）

出典：産業廃棄物実態調査（茨城県廃棄物対策課）

（１）一般廃棄物処理施設の整備促進

（２）浄化槽対策
森林湖沼環境税を財源に補助制度を拡充し，
高度処理型浄化槽の設置や単独処理浄化槽の撤
去を促進する。
また，浄化槽は維持管理が重要なため，22年

度から，保守点検・清掃・法定検査を一括して
契約できる標準契約書の普及に努めるとともに，
文書・訪問による法定検査受検指導を実施して
いる。

（３）産業廃棄物焼却施設のダイオキシン類対策
立入検査等で焼却施設の構造基準や維持管理
基準の遵守状況を監視指導する。
また，産業廃棄物焼却施設から排出される排
ガス中のダイオキシン類の測定，分析を行わせ，
指導の強化に努める。

（４）適正処理の推進
立入検査を実施し，焼却，破砕，堆肥化施設
などの中間処理業者及び最終処分業者への適正
処理の徹底を図る。
また，排出事業者等に対する講習会及び県内
搬入事前協議により適正処理の一層の啓発に努
める。

第 3 　今後の取り組み
 1 　廃棄物の適正処理の推進

　市町村及び一部事務組合の一般廃棄物処理施
設の整備における計画作成を支援するととも
に，循環型社会形成推進交付金制度について，
指導監督を行う。

年　度 19 20 23

件　数

21

942

22

1,1181,062 1,121 840

　23 年４月１日から，「優良産廃処理業者認定
制度」がスタートし，産業廃棄物処理業の実施
に関し優れた能力及び実績を有する者の基準
（優良基準）への適合性について審査を行い，適
合者を県のホームページにおいて公表するな
ど，排出事業者自らの判断により，優良な処理
業者を選択することができる環境を整えている。

年　度

事業者

件　数

23

6

13
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（５）PCB 廃棄物の対策
13年７月 15日に「PCB 廃棄物の適正な処理

の推進に関する特別措置法」が施行され，保管
事業者は毎年保管状況を県へ届出ることが義務
付けられているため，適正な保管の指導を行う。
また，県内に保管されているPCB 廃棄物は
日本環境安全事業株式会社北海道事業所におい
て平成21年１月から処理が開始されており，適
正な収集運搬等の確保に努める。

（６）小型焼却炉への対応
19年 10月１日に「廃棄物の処理の適正化に
関する条例」が施行されたことから，立入検査
等により指導を行う。

 2 　廃棄物の処理の啓発活動
「エコフロンティアかさま」内に整備した環
境学習施設等を活用し，県民の環境に対する学
習意欲の向上に努める。
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第３節　不法投棄等の防止

第 1 　不法投棄等の現状
 1 　不法投棄等の現況
（１）不法投棄等の新規発生の状況

（２）野外焼却の発生状況
野外焼却の発生件数は，11年度，425件をピー

クに，12年の「廃棄物処理法」の改正で，不法
焼却が罰則の対象とされたことなどにより，減
少に転じ，23年度は 42件となっている。

（３）悪質巧妙化する不法投棄
不法投棄の手口としては，深夜や早朝の人目
につかない時間帯に集中的に投棄するなど悪質
巧妙化している。

第 2 　不法投棄等防止に関する施策
 1 　不法投棄対策
（１）不法投棄対策室の設置
悪質巧妙化している不法投棄事案に対処する
ため，11年度から警察官を含む不法投棄対策室
を設置し，不法投棄の発見通報体制や監視指導
体制の充実強化を図っている。

（２）不法投棄監視班の設置
各県民センターに不法投棄監視班を設置し，
不法投棄の発見・監視体制の強化を図っている。

（３）ボランティア不法投棄監視員
不法投棄を未然に防止するためには，早期発
見・早期対応を図ることが重要であることから，

ボランティア不法投棄監視員 500 名を県下全域
に配置して，日常生活の中での不法投棄等の監
視をお願いしている。

（４）フリーダイヤル不法投棄 110 番
不法投棄の通報専用電話を設置し，県民の
方々などからの情報収集に努めている。

図表 4-3-1　不法投棄新規発生件数の推移

図表 4-3-2　不法投棄等通報受理件数（下段：（　）はボランティア不法投棄監視員から）

　不法投棄等の新規発生件数は，15年度をピー
クに年間 300件を上回っていたが，減少傾向に
あり，23年度は 136件となった。しかし，継続
事案数は，24 年度は 512 件と，23 年度より７
件増加しており，依然として多い。

　不法投棄物は，解体工事等から排出された，
がれき類等の建築系廃棄物や廃プラスチック類
が全体の約 70％と多く，不法投棄の場所として
は，農地や山林・原野が全体の約 40％を占めて
いる。

年　度 H23H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

件　数 136274 351 330 315 316 210 245

H21

162

H22

133

年　度 H15 H16 H17 H18 H19 H20

件　数
1,047
（63）

1,216
（47）

865
（34）

762
（29）

629
（25）

535
（16）

H21

431
（63）

H22

375
（14）

H23

360
（7）
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（５）不法投棄監視協定の締結
　早朝・夜間や山間部など，人の目の行き届き
にくい時間帯や場所の監視を強化するため，現
在，ハイヤー・タクシー協会，警備業協会，ト
ラック協会，東京電力，建設業協会，NTT東
日本茨城支店，建設解体業協同組合，JA中央会，
森林組合連合会，土地改良事業団体連合会及び
猟友会と監視協定を締結している。

（６）民間警備会社への監視委託
不法投棄や野外焼却は，休日や夜間・早朝な

どの時間帯に行われることが多いため，10年度
から民間警備会社に不法投棄現場等の監視業務
を委託している。

（７）市町村職員の県職員併任による立入検
査権限の付与
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物に係る事業

所等への立入検査や残土条例に基づく土砂等の
埋立て等に係る立入検査権を市町村職員に付与
するため，39市町村 224名（残土：39市町村
209名）に対し県職員に併任の発令を行った。

（８）不法投棄防止強調月間の実施
６月と 11月を「不法投棄防止強調月間」と
定め，警察及び市町村等の関係機関と連携し，

ヘリコプターによるスカイパトロールや車両に
よるランドパトロール，早朝・夜間パトロール
及び廃棄物運搬車両の一斉検査等を集中的に行
い，不法投棄の未然防止等に努めている。

（９）有害廃棄物等撤去基金
不適正に処分された有害廃棄物等の撤去・処
分に要する経費に充てるため「茨城県有害廃棄
物等撤去基金」を設置し，生活環境保全上の支
障の除去が必要な硫酸ピッチ等有害廃棄物の撤
去処分を行った。

 2 　土砂等の埋立て等に関する規制
有害物質を含んだ土砂等を用いた埋立て等に
よる土壌汚染，土砂等の崩壊や流出等を防止す
るため，3年に県において条例準則を示し，各
市町村において条例を制定し，規制してきたと
ころであるが，16年 4月 1日から「土砂等によ
る土地の埋立て等の規制に関する条例」を施行
し，土地の埋立て等の区域面積が 5,000㎡以上に
ついて県の許可を要することとした。
なお，5,000㎡未満の土砂等による土地の埋立
て等については，現在 44市町村すべてが条例
を制定している。
　23年度には，新規埋立て等許可を４件，土砂
発生元の変更等による変更許可を 40件行った。

第 3 　今後の取り組み
 1 　不法投棄等の防止

（２）監視指導体制の強化
監視カメラや民間警備会社への委託による休
日・夜間の監視を実施するとともに，市町村，
警察等の関係機関との連携を強化する。また，
市町村職員を県職員に併任し，廃棄物処理法に
基づく産業廃棄物に係る立入検査等の権限を付
与することで，監視指導体制の一層の強化を図
る。
また，「不法投棄防止強調月間」に，車両や
ヘリコプターによる陸と空からのパトロールを
行うほか，廃棄物運搬車両の一斉検査を実施す
る。

（１）発見通報体制の強化
不法投棄や野外焼却の早期発見・早期対応を

図るため，ボランティア不法投棄監視員の委嘱，
早朝，夜間に営業している業界団体との監視協
定の推進などを行う。また，「不法投棄防止強調
月間」の一環として，不法投棄防止キャンペー
ンを行い，県民や事業者に不法投棄の未然防止
のための協力要請を行う。
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トピックス 不法投棄事案の撲滅に向けて

　不法投棄対策の基本は，早期発見と早期対応です。投棄された廃棄物の量が膨大になると撤去
が困難になりますので，まだ量が少ない早期の段階で発見して撤去指導等の対応を行うことが，
不法投棄事案の解決の近道です。
　そのため，500名体制のボランティア監視員の配置や業界団体等との監視協定の締結，不法投
棄１１０番（０１２０－５３６－３８０）の設置など発見通報体制の強化や，併任警察官の不法
投棄対策室への配置や警備会社への監視委託など，監視指導体制の強化に取り組んできました。
　近年は，監視カメラを導入して監視指導に活用したり，「不法投棄撲滅大作戦」と銘打っ
て，夜間休日パトロールを行うなど，取り組みの一層の強化を図っているところです。
　「不法投棄撲滅大作戦」とは，警備会社に委託し，警備員が14班に分かれて「不法投棄監視
中」のステッカーをつけた車両で夜間休日に県内を隈無く巡回パトロールするものです。不法投
棄を行おうとする者に警告を発して未然防止を図るとともに，県民の方にも不法投棄監視を呼び
かけています。
　このほかにも，市町村の庁舎での県民アンケートや各種イベント等で啓発活動を行い，「県民
誰もが監視者」という意識啓発に取り組んでいます。
　これまでの取り組みの結果，不法投棄の新規発見件数は，平成15年度の351件をピークに平成
18年度までは年間300件台で推移していましたが，その後減少傾向に転じ，平成21年以降は３年
連続で100件台となっています。
　県では，引き続き不法投棄事案の早期発見・早期対応と未然防止に取り組んでまいります。

いつもみんなでむらなくみはれ
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